
令和５年度指定管理者労務環境モニタリング 

主な指摘内容と改善内容 

指摘内容 改善内容 

諸規程等の整備に関すること 

・育児休職規程に、所定外労働の制限の規定

が設けられていない。介護休職規程に、時

間外労働の制限の規定が設けられていな

い。 

・各休職規程に、所定外労働及び時間外労働

の制限について追記し改定する。 

・育児・介護休業、パワーハラスメント、妊

娠・出産等に関するハラスメントを禁止す

る規定、懲戒規定がない。 

・各種ハラスメントを禁止する規定、懲戒規

定を記載した。 

・運営法人で作成された就業規則を使用し

ており、事業所単位での届出がなされてい

ない。 

・速やかに届出を提出する。 

割増賃金等の計算に関すること 

・就業規則に記載された労働単価の計算方

法どおりに算出されず、分母を切り上げて

いる。 

・就業規則に記載のとおり改める。 

・深夜労働に対する割増賃金が支払われて

いない。 

・これまでの深夜労働に対する割増賃金を

支払う。 

休憩、年次有給休暇に関すること 

・一斉付与の適用除外の労使協定を締結し

ていない。 

・時間外労働が行われた場合、労働時間が、

8 時間を超えるが、15 分の休憩を与えてい

ない。 

・一斉休憩の適用除外に関する労使協定書

を締結した。 

・労働時間が８時間を超えても休憩時間を

別に付与する必要が無いように休憩時間

を１時間に変更した。 

・該当者について、時季を指定して与えてい

ない。就業規則にも強制付与の規定がな

い。 

・出勤表と有給休暇管理表で、有休取得日に

齟齬がある。 

・年５日の年休を付与する規定を記載した。 

・出勤表と齟齬がないよう訂正した。 

相談窓口の設置に関すること 

・育児・介護休業、パワーハラスメント、妊

娠・出産等、各種ハラスメントに対する相

談窓口が設置されていない。 

・各種ハラスメントに対する相談窓口を設

置した。 

・各種ハラスメントに対する相談窓口は設

置されているが、従業員に十分周知されて

おらず、周知方法に改善が必要。 

・各種規定の一層の周知を図る。 



障害者雇用に関すること 

・法定障害者雇用率（2.3％）を満たしていな

い。 

・法定障害者雇用率を満たすよう努める。 

安全衛生管理体制に関すること 

・衛生推進者を選任していない。 ・衛生推進者を選任する。 

・一部の職員が１年以内に１回の定期健康

診断を受診できていない。 

・今後は全職員が受診するよう徹底する。 

 


